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九
月
十
七
日
に
中
条
町
、
黒
川
村
は
、
両
町
村
の
合
併
協
議
を
進

め
る
た
め
、
各
町
村
議
会
の
議
決
を
経
て
地
方
自
治
法
及
び
合
併
特

例
法
に
基
づ
く
合
併
協
議
会
を
設
置
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
任

意
協
議
会
は
解
散
し
、
事
実
上
、
協
議
の
場
は
法
定
協
議
会
へ
と
移

さ
れ
ま
し
た
。�

　
十
月
十
三
日
、
黒
川
村
ロ
イ
ヤ
ル
胎
内
パ
ー
ク
ホ
テ
ル
に
お
い
て

第
一
回
会
議
を
開
催
し
ま
し
た
。
会
議
は
、
両
町
村
長
及
び
議
会
代

表
、
住
民
代
表
等
か
ら
な
る
三
十
二
名
の
委
員
が
出
席
し
て
行
わ
れ

ま
し
た
。
会
議
の
冒
頭
、
事
務
局
よ
り
会
長
に
熊
倉
中
条
町
長
、
副

会
長
に
布
川
黒
川
村
長
を
選
任
し
た
旨
報
告
が
あ
っ
た
後
、
熊
倉
会

長
よ
り
あ
い
さ
つ
が
あ
り
、
続
い
て
委
員
の
委
嘱
状
の
交
付
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
報
告
事
項
八
件
、
承
認
事
項
五
件
、
協
議
事

項
七
件
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
、
協
議
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。�

あいさつする熊倉会長�

会議を傍聴する方々�
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新
市
の
名
称
は
、
去
る
一
月
二
十
八
日
の
第
二
回
任
意
合
併
協
議
会
に

「
公
募
と
す
る
」
と
提
案
さ
れ
、
そ
の
後
、
委
員
勉
強
会
並
び
に
任
意
協

議
会
の
場
に
お
い
て
数
回
に
わ
た
り
慎
重
に
協
議
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
法

定
協
議
会
へ
と
協
議
が
引
き
継
が
れ
、
十
月
十
三
日
に
開
催
さ
れ
た
第
一

回
協
議
会
に
お
い
て
、
公
募
結
果
に
基
づ
く
民
意
の
尊
重
、
新
市
の
シ
ン

ボ
ル
に
ふ
さ
わ
し
い
等
の
理
由
に
よ
り
、
新
市
の
名
称
を
「
胎
内
市
」
に

し
ぼ
っ
て
候
補
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
協
議
会
で
合
意
さ
れ
ま
し
た
。�

　
協
議
会
委
員
か
ら
は
、「
公
募
の
結
果
か
ら
も
、
名
称
は
胎
内
市
と
す

る
の
が
自
然
で
あ
る
」、「
両
町
村
に
共
通
す
る
名
称
で
あ
る
」、「
住
民
に

と
っ
て
も
関
心
が
高
い
の
で
、
胎
内
市
と
提
案
し
た
理
由
を
周
知
願
い
た

い
」
等
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。�

　
な
お
、
今
回
提
案
さ
れ
ま
し
た
新
市
の
名
称
に
つ
き
ま
し
て
は
、
次
回

協
議
会
に
お
い
て
確
認
を
得
た
後
、
正
式
決
定
さ
れ
る
予
定
で
す
。�
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新
市
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
任
意
協
議

会
で
公
募
に
よ
る
五
つ
の
名
称
候
補
の
中

か
ら
決
定
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、

第
一
回
の
協
議
会
で
は
白
紙
の
議
案
が
提

出
さ
れ
ま
し
た
。�

　
選
定
方
法
に
つ
い
て
、
熊
倉
会
長
が
各

委
員
の
意
見
を
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
委
員

か
ら
は
「
任
意
協
議
会
で
も
相
当
議
論
し

て
き
た
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
含
め

て
会
長
か
ら
あ
る
程
度
の
考
え
と
い
う
か

腹
案
を
示
し
て
ほ
し
い
」
と
の
意
見
が
出

さ
れ
ま
し
た
。�

　
協
議
会
で
は
、
会
長
が
意
見
を
述
べ
る

こ
と
を
了
承
し
、
こ
れ
を
受
け
て
会
長
は
、

新
市
の
名
称
候
補
の
中
か
ら
「
胎
内
市
」

に
し
ぼ
っ
て
候
補
と
し
た
い
と
提
案
し
、

協
議
会
で
合
意
さ
れ
ま
し
た
。�

�����

　
合
併
協
議
に
お
い
て
、
新
市
の
名
称
決

定
は
非
常
に
重
要
で
、
こ
れ
ま
で
も
任
意

協
議
会
、
委
員
勉
強
会
の
場
に
お
い
て
協

議
を
進
め
て
き
ま
し
た
。�

　
も
と
よ
り
、
市
町
村
の
名
称
は
、
次
の

よ
う
な
こ
と
か
ら
慎
重
な
対
応
が
求
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。�

①
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
由
来
が
あ
り
、
住

民
が
深
い
愛
着
を
持
つ
た
め
、
合
併
に
よ

り
名
称
が
消
滅
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
住

民
の
中
に
抵
抗
感
や
不
安
感
が
生
ず
る
こ

と
。�

②
合
併
協
議
が
順
調
に
進
ん
で
来
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
最
終
的
に
は
合
併
に
至
ら

な
か
っ
た
ケ
ー
ス
が
数
多
く
あ
る
こ
と
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
合
併
協
議
に
お

い
て
築
き
上
げ
た
相
互
の
信
頼
感
と
、
互

い
を
尊
重
し
合
う
精
神
を
大
切
に
し
な
が

ら
、
新
市
の
名
称
協
議
を
無
事
乗
り
越
え
、

合
併
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
が
法
定
協
議

会
が
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
役
割
で

も
あ
り
ま
す
。�

　
こ
の
た
め
、
今
後
の
名
称
協
議
に
お
い

て
、
感
情
的
対
立
を
避
け
、
円
滑
な
協
議

を
進
め
る
た
め
、
委
員
の
了
解
の
も
と
、

熊
倉
会
長
は
次
の
と
お
り
提
案
内
容
と
理

由
を
示
し
た
も
の
で
す
。�
相
互
信
頼
と
互
い
に�

　
　
尊
重
し
合
い�

　
合
併
の
実
現
を
目
指
す
！�

新
市
名
称
協
議
内
容

新
市
名
称
協
議
内
容�

新
市
名
称
協
議
内
容�



提
案
内
容�

提
案
理
由�

3

・
公
募
結
果
で
は
、
「
胎
内
」
が
他
の
候

　
補
よ
り
圧
倒
的
に
数
を
し
の
い
で
い
た
。�

　
町
村
別
で
も
、
中
条
町
及
び
黒
川
村
の

　
両
町
村
か
ら
数
多
く
応
募
さ
れ
て
お
り
、�

　
年
代
別
で
も
、
各
年
代
か
ら
万
遍
な
く

　
支
持
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と

　
を
踏
ま
え
る
と
、
両
町
村
の
住
民
か
ら

　
十
分
支
持
を
得
ら
れ
る
名
称
で
は
な
い

　
か
。�

・
最
終
候
補
五
点
に
つ
い
て
は
、
同
等
に

　
取
り
扱
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
意
見

　
も
あ
る
が
、
公
募
と
い
う
形
で
民
意
を

　
問
い
、
か
つ
、
結
果
が
「
胎
内
」
が
他

　
を
圧
倒
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の

　
事
実
を
十
分
に
尊
重
す
べ
き
で
は
な
い

　
か
。�

・
応
募
数
が
少
な
い
中
で
の
公
募
結
果
を

　
疑
問
視
す
る
意
見
も
あ
る
が
、
少
な
く

　
と
も
、
県
内
の
他
の
協
議
会
で
実
施
さ

　
れ
た
名
称
公
募
と
比
較
す
る
と
応
募
期

　
間
や
条
件
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
応
募

　
数
を
比
較
し
て
も
、
特
に
、
見
劣
り
す

　
る
も
の
で
は
な
く
、
公
募
結
果
と
し
て

　
は
十
分
尊
重
で
き
る
。�

�

○
新
市
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て�

　
名
称
候
補
選
定
基
準
の
充
足�

・
「
胎
内
」
は
ア
イ
ヌ
語
で
「
清
い
水
の

　
流
れ
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
清
流
が
地

　
域
の
豊
か
な
自
然
と
深
い
歴
史
を
育
ん

　
で
き
た
。
地
形
に
見
る
、
稀
な
特
徴
や

　
豊
富
な
地
下
資
源
、
水
害
と
戦
っ
て
き

　
た
先
人
の
偉
業
な
ど
も
、
胎
内
川
が
も

　
た
ら
し
た
こ
の
地
域
独
特
の
恩
恵
と
言

　
え
る
。
ま
さ
に
母
な
る
川
「
胎
内
」
が

　
新
市
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
名
称
候
補

　
選
定
基
準
に
掲
げ
る
条
件
を
十
分
満
た

　
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。�

�

○
新
市
の
ま
ち
づ
く
り
の�

　
　
　
　
基
本
的
方
針
と
一
致�

・
新
市
建
設
計
画
に
お
い
て
、
新
市
の
将

　
来
像
を
自
然
共
生
型
ア
メ
ニ
テ
ィ
都
市

　
の
実
現
に
置
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
両

　
地
域
の
豊
か
で
特
徴
的
な
自
然
を
こ
こ

　
で
し
か
で
き
な
い
産
業
や
交
流
に
活
用

　
し
、
住
む
人
に
や
さ
し
く
、
か
つ
快
適

　
で
、
ま
た
、
訪
れ
る
人
に
も
潤
い
を
提

　
供
す
る
都
市
を
目
指
し
て
い
る
も
の
で

　
あ
る
。
こ
の
都
市
像
を
象
徴
的
に
表
す

　
名
称
と
し
て
、
「
胎
内
」
が
も
っ
と
も

　
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
。�

�

○
既
存
町
村
名
廃
止
に
伴
う
影
響
も�

　
　
　
関
係
機
関
の
理
解
を
求
め
る�

・
本
来
、
新
設
合
併
で
あ
れ
ば
、
既
存
の

　
自
治
体
の
法
人
格
が
消
滅
し
、
合
併
を

　
も
っ
て
、
新
た
な
法
人
格
を
持
っ
た
自

　
治
体
が
誕
生
す
る
。
当
然
、
既
存
の
名

　
称
は
消
滅
し
、
新
設
の
自
治
体
に
新
た

　
な
名
称
を
冠
す
る
と
い
う
の
が
筋
で
あ

　
る
。�

・
合
併
に
伴
う
社
会
経
済
的
な
影
響
を
考

　
慮
し
、
新
設
合
併
で
あ
っ
て
も
、
既
存

　
の
自
治
体
の
名
称
を
使
用
す
る
例
も
あ

　
る
。
県
内
で
も
市
と
町
村
と
の
合
併
で

　
例
が
あ
る
が
、
町
村
同
士
の
新
設
合
併

　
の
場
合
で
は
、
全
て
、
合
併
に
伴
い
新

　
名
称
を
採
用
し
て
い
る
。�

・
今
回
の
合
併
に
よ
り
、
既
存
の
名
称
が

　
消
滅
す
る
こ
と
に
よ
る
社
会
経
済
的
な

　
影
響
は
無
い
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、

　
合
併
に
よ
る
新
し
い
自
治
体
の
創
設
が

　
広
い
意
味
で
の
住
民
福
祉
の
向
上
に
資

　
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
名
称
変
更

　
に
よ
り
、
影
響
を
被
る
関
係
機
関
並
び

　
に
関
係
者
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
た
い
。�

提
案
内
容�

●
新
市
の
名
称
は
、�

　
　
「
胎
内
市
」
と
す
る�

提
案
理
由�

○
両
町
村
か
ら
寄
せ
ら
れ
た�

　
　
　
　
　
公
募
結
果
を
尊
重�

◎新市名称応募数上位５点�

名称候補�

１�胎 内 市 �３００�

順
位�

地域別応募数�

中条町�

１１８�

黒川村�

２９�

その他�

４４７�

２�中 条 市 �１５４� １１� １７�１８２�

３�櫛 形 市 �６６� ８� ３� ７７�

４�たいない市� ４７� １２� ７� ６６�

５�鳥 坂 市 �３０� ２１� ２� ５３�

　計�

①既存の市名に無い名前�
（既存の市名と読みが同じでも表記の異なる
　ものは、これに含む）�

②両町村を地理的にイメージできる名前�

③両町村の特徴を表す名前�

④両町村の歴史・文化にちなんだ名前�

⑤両町村を対外的にアピールできる名前�

⑥両町村の知名度が向上できる名前�

⑦合併を記念した名前�

⑧その他新市にふさわしい名前�

新市名称候補選定基準（抜粋）�
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Ｑ
　
名
称
が
変
わ
る
と
、
駅
名
や
イ
ン

　
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
名
な
ど
は
変
わ
る
の

　
か
。�

Ａ
　
警
察
署
は
法
律
に
よ
り
名
称
の
変

　
更
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
は
法

　
律
に
よ
る
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。�

�

　
例
　
阿
賀
野
市
　
安
田
Ｉ
Ｃ�

　
　
　
　
　
　
　
　
Ｊ
Ｒ
水
原
駅�

　
　
　
　
　
　
　
　
Ｊ
Ｒ
京
ヶ
瀬
駅�

�

Ｑ
　
胎
内
市
に
決
定
す
る
と
、
住
所
表

　
記
は
ど
う
な
る
の
か
。�

Ａ
　
原
則
と
し
て
、
大
字
の
字
句
の
み

　
を
削
除
し
た
現
行
の
地
名（
大
字
名
）

　
を
表
示
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。�

�

　
例
　
北
蒲
原
郡
中
条
町
本
町�

　
　
　
　
　
←�

　
　
　
胎
内
市
本
町�

　
　
　�

　
　
　
北
蒲
原
郡
黒
川
村
大
字
東
牧�

　
　
　
　
　
←�

　
　
　
胎
内
市
東
牧�

市
名�

Ｑ
＆
Ａ�

月日�

平成16年１月28日�

平成16年２月26日�

�

平成16年３月26日�

�

※新市名称公募（平成16年４月16日～５月17日）�

平成16年５月24日�

�

�

平成16年６月22日�

�

�

平成16年６月30日�

�
※中条町、黒川村で地域懇談会（住民説明会）を開催（平成16年７月中旬～８月上旬）�

�

�

�

�

�

�

平成16年８月25日�

�

�

�

�

�

�

�

平成16年９月28日�

�

平成16年10月13日�

会合名�

第２回任意合併協議会�

第３回任意合併協議会�

�

第４回任意合併協議会�

�

�

第６回任意合併協議会�

�

�

委員勉強会�

�

�

第７回任意合併協議会�

�

�

�

�

�

�

�

�
第９回任意合併協議会�

�

�

�

�

�

�

�

委員勉強会�

�

第１回合併協議会�

協議内容（主な意見）�

・『新市の名称は公募とする。』と提案、確認される。�

・新市名称募集要綱を提案。�

・新市名称募集要綱を確認。選定方法は「応募され�

　た作品の中から上位５点を選定し、協議会に諮る」�

　ことに改訂。�

�

・公募状況を報告（282種類、1,515件の応募があっ�

　たことを発表）。�

【新市名称関連：主な意見等】�

・両町村の意見を聞いて、法定協議会の秋の時期で�

　住民の意志決定をしてはどうか。�

・『胎内』が圧倒的で尊重すべきである。�

・名称候補５点（『胎内』、『中条』、『櫛形』、『たい�

　ない』、『鳥坂』）を発表。�

�

【新市名称関連：主な意見等】�

・公募の結果について重く受け止めるべきである。�

・名称候補選定の手段として応募数上位という手法�

　を使ったもので候補５点を並列において考えるべ�

　きではないか。�

・企業名などを変えることにより、対外的な影響も�

　考える必要がある。�

・対外的な面でも、これからの新しいまちとして知�

　名度を上げ、歴史や文化を築き上げていくことが�

　大切になってくる。�

・両町村の合併ということなので、しこりを残さな�

　いような形で共通した何かを見出しながら両町村�

　にふさわしい名称を選定すべきである。�

【新市名称の協議の進め方について：主な意見等】�

・今までの議論をふまえ、会長の案を次回協議会に�

　提案してはどうか。�

・新市名称「胎内市」を提案し、次回協議会で確認�

　することで合意される。�

新市名称協議の経過�



第
１
回
協
議
内
容

第
１
回
協
議
内
容�

5

【
報
告
事
項
】�

◇
報
告
第
一
号�

「
中
条
町
・
黒
川
村
合
併
協
議
会
規
約
に

つ
い
て
」�

　
両
町
村
議
会
の
議
決
を
経
て
、
定
め
た

規
約
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
ま
し
た
。�

�

◇
報
告
第
二
号�

「
中
条
町
・
黒
川
村
合
併
協
議
会
監
査
委

員
に
つ
い
て
」�

　
協
議
会
規
約
に
基
づ
き
、
協
議
会
の
監

査
委
員
を
中
条
町
代
表
監
査
委
員
の
水
戸

部
邦
夫
氏
、
黒
川
村
代
表
監
査
委
員
の
布

川
健
三
氏
に
委
嘱
し
た
こ
と
に
つ
い
て
報

告
さ
れ
ま
し
た
。�

�

◇
報
告
第
三
号�

「
中
条
町
・
黒
川
村
合
併
協
議
会
幹
事
会

規
程
に
つ
い
て
」�

◇
報
告
第
四
号�

「
中
条
町
・
黒
川
村
合
併
協
議
会
専
門
部

会
規
程
に
つ
い
て
」�

◇
報
告
第
五
号�

「
中
条
町
・
黒
川
村
合
併
協
議
会
分
科
会

規
程
に
つ
い
て
」�

◇
報
告
第
六
号�

「
中
条
町
・
黒
川
村
合
併
協
議
会
財
務
規

程
に
つ
い
て
」�

�

◇
報
告
第
七
号�

「
中
条
町
・
黒
川
村
合
併
協
議
会
委
員
等

の
報
償
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
程

に
つ
い
て
」�

◇
報
告
第
八
号�

「
中
条
町
・
黒
川
村
合
併
協
議
会
事
務
局

規
程
に
つ
い
て
」�

　
こ
れ
ら
の
事
項
は
、
協
議
会
規
約
に
お

い
て
、
「
会
長
が
別
に
定
め
る
」
と
し
た

も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
制
定
し
た
こ
と
が
報

告
さ
れ
ま
し
た
。�

�

【
承
認
事
項
】�

◇
承
認
第
一
号�

「
中
条
町
・
黒
川
村
合
併
協
議
会
会
議
運

営
規
程
に
つ
い
て
」
　
　
　
　
（
承
認
）�

◇
承
認
第
二
号�

「
中
条
町
・
黒
川
村
合
併
協
議
会
傍
聴
規

程
に
つ
い
て
」
　
　
　
　
　
　
（
承
認
）�

　
こ
れ
ら
の
事
項
は
、
協
議
会
規
約
に
お

い
て
、
「
会
長
が
会
議
に
諮
り
別
に
定
め

る
」
と
し
た
も
の
で
、
原
案
の
と
お
り
承

認
さ
れ
ま
し
た
。�

�

◇
承
認
第
三
号�

「
平
成
十
六
年
度
中
条
町
・
黒
川
村
合
併

協
議
会
事
業
計
画
に
つ
い
て
」
（
承
認
）�

　
協
議
会
事
業
と
し
て
、
新
市
建
設
計
画

や
合
併
協
定
書
の
策
定
、
協
議
会
だ
よ
り

の
発
行
な
ど
を
実
施
す
る
こ
と
が
承
認
さ

れ
ま
し
た
。�

◇
承
認
第
四
号�

「
平
成
十
六
年
度
中
条
町
・
黒
川
村
合
併

協
議
会
予
算
に
つ
い
て
」
　
　
（
承
認
）�

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
一

千
三
百
万
一
千
円
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て

承
認
さ
れ
ま
し
た
。�

�

◇
承
認
第
五
号�

「
行
政
制
度
調
整
方
針
に
つ
い
て
」�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
承
認
）�

　
両
町
村
の
行
政
制
度
調
整
の
基
本
と
な

る
考
え
方
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
。�

�

【
協
議
事
項
】�

◇
議
案
第
一
号�

「
合
併
の
方
式
に
つ
い
て
」
　
（
確
認
）�

　
北
蒲
原
郡
中
条
町
、
黒
川
村
を
廃
し
、

そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
し
い
市
を
設
置
す

る
新
設
（
対
等
）
合
併
と
す
る
。�

　
原
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。�

�

◇
議
案
第
二
号�

「
合
併
の
期
日
に
つ
い
て
」
　
（
確
認
）�

　
合
併
の
期
日
は
、
平
成
十
七
年
九
月
一

日
と
す
る
。�

　
原
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。�

�

◇
議
案
第
三
号�

「
新
市
の
名
称
に
つ
い
て
」
（
次
回
確
認
）�

　
会
長
よ
り
、
新
市
の
名
称
を
『
胎
内
市
』

と
す
る
案
が
説
明
さ
れ
、
反
対
意
見
は
な

く
、
合
意
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
こ
の
案
件

に
つ
い
て
は
、
次
回
協
議
会
で
確
認
さ
れ

る
予
定
で
す
。�

�

◇
議
案
第
四
号�

「
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て
」
（
確
認
）�

　
新
市
の
事
務
所
の
位
置
は
、
中
条
町
役

場
と
す
る
。
な
お
、
黒
川
村
役
場
は
支
所

と
す
る
。�

　
原
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。�

�

◇
議
案
第
五
号�

「
条
例
・
規
則
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
提
案
）�

◇
議
案
第
六
号�

「
電
算
シ
ス
テ
ム
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
提
案
）�

　
条
例
及
び
電
算
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、

統
合
に
係
る
時
間
が
必
要
と
な
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
他
の
項
目
の
中
で
も
先
行
し
て

提
案
説
明
が
行
わ
れ
ま
し
た
。�

�

◇
議
案
第
七
号�

「
新
市
建
設
計
画
に
つ
い
て
」
（
提
案
）�

　
合
併
特
例
法
第
五
条
に
よ
り
作
成
さ
れ

る
新
市
建
設
計
画
に
つ
い
て
は
、
新
市
将

来
構
想
の
策
定
時
か
ら
の
議
論
に
基
づ
く

施
策
・
事
業
を
も
り
こ
み
、
提
案
さ
れ
ま

し
た
。
今
後
、
県
と
の
協
議
を
経
て
、
最

終
的
な
計
画
と
な
る
旨
、
事
務
局
よ
り
説

明
が
あ
り
ま
し
た
。�

第
１
回
協
議
内
容�
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協議会を傍聴しませんか�

◇第２回合併協議会�
と　き　11月12日(金)午後２時から�
ところ　ロイヤル胎内パークホテル�

◇第３回合併協議会�
と　き　11月25日(木)午後２時から�
ところ　中条町産業文化会館�

※受付は午後１時30分から行います。�

※傍聴はどなたでもできますが、座席は先着順と
　し満席の場合は、入場をお断りすることがあり
　ますので、あらかじめご容赦ください。事前予
　約は不要です。当日直接会場へお越しください。�

皆さんの貴重なご意見を�
お待ちしております。�

中条町・黒川村合併協議会事務局�

〒959-2693　中条町新和町2番10号（中条町役場内）�
TEL 0254-43-6327　 FAX 0254-43-6328�

E-mail　hokubugo@iplus.jp�
URL：http://www.town.nakajo.niigata.jp/gappei/

合
併
協
議
会
会
長
・�

　
　

副
会
長
に
つ
い
て�

　
十
月
十
七
日
よ
り
丸
岡
隆
二
氏
が
中

条
町
長
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。�

　
合
併
協
議
会
の
会
長
・
副
会
長
に
つ

い
て
は
、
協
議
会
規
約
に
よ
り
『
両
町

村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
る
』
と
な
っ

て
い
ま
す
。�

　
そ
の
た
め
、
後
日
両
町
村
長
の
協
議

に
よ
り
決
定
さ
れ
ま
す
。�

　
協
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し

ま
し
た
。
協
議
会
で
の
議
事
録
や
資
料

等
が
閲
覧
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ

さ
い
。�

　
ま
た
、
任
意
協
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
へ
の
リ
ン
ク
も
で
き
ま
す
の
で
ご
活

用
く
だ
さ
い
。�

協
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ�

　
　
　

開
設
に
つ
い
て�

お

知

ら

せ�

URL：http://www.town.nakajo.niigata.jp/gappei/

合併協議会�

会　長：中条町長�

副会長：黒川村長�
監査委員（２人）�

両町村の代表監査委員�協議会委員（33人）�

幹事会（12人）�

専門部会（８部会）�

分科会（43分科会）�

各町村の担当課長及び職員�

議　　　会：議長及び議員�

民　間　等：住民代表�

学識経験者：新発田地域振興局長�

構　成：助役�

　　　　収入役�

　　　　教育長�

　　　　総務課長�

　　　　財政担当課長�

　　　　議会事務局長�

事務局（９人）�

・事務局長�

・事務局次長�

・総務班�

・調整第一班�

・調整第二班�

・調整第三班�

協議会議案・�
関係資料等の提出�

協議会議案・�
関係資料等の提出�

会議開催等に�
関する一般事務�

会議開催等に�
関する一般事務�

会議開催等に�
関する一般事務�

合併協議会組織・委員名簿�
H16.10.13現在�

議
会
代
表
第
２
号
委
員�
住
民
代
表
第
３
号
委
員�

　氏　　名�

熊倉　信夫�

布川　陽一�

水澤　寅一�

皆藤　和雄�

渡辺　宏行�

富樫　　誠�

諏訪　松男�

小野　金吾�

皆川　彌一郎�

布川　嘉一郎�

坂上　秋男�

坂上　彌一郎�

杉田　　正�

松浦　　隆�

石井　富彦�

相馬　　晃�

大沼　鐵男�

小泉　清海�

佐藤　廣夫�

片野　　茂�

齋藤　八重子�

近　　　　永�

小野　貴史�

水澤　信一�

羽田　　晃�

大平　弘平�

鈴木　秀一�

桐生　喜四郎�

増子　春三�

石山　英男�

坂上　徳三郎�

桐生　百合子�

佐藤　ヒロ子�

坂上　隆夫�

山賀　好郎�

区　分�

会　長�

副会長�

�

�

　中条町�

�

�

�

�

　黒川村�

�

�

�

�

�

�

�

　中条町�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

　黒川村�

�

�

�

�

�

　新潟県�

所　　　　属�

中条町長�

黒川村長�

中条町議会議長�

中条町議会副議長�

中条町議会合併問題特別委員会委員長�

中条町議会合併問題特別委員会副委員長�

中条町議会経済建設常任委員会委員長�

黒川村議会議長�

黒川村議会副議長�

黒川村議会合併問題特別委員会委員長�

黒川村議会合併問題特別委員会副委員長�

黒川村議会議会運営委員長�

中条町農業協同組合代表理事組合長�

中条町農業委員会会長�

中条町商工会会長�

中条町教育委員会委員長�

中条地区区長会会長�

乙地区区長会会長�

築地地区区長会会長�

中条町消防団団長�

女性層代表�

女性層代表�

青年層代表�

黒川村農業協同組合常務理事�

黒川村農業委員会会長代理�

黒川村商工会会長�

黒川村教育委員会委員長�

区長代表�

区長代表�

区長代表�

黒川村消防団団長�

女性層代表�

女性層代表�

青年層代表�

新発田地域振興局局長�


